
2019年 7月 11日 

 

 

  

  
  

太陽光発電の余剰電力買取サービスの開始について 

（再生可能エネルギー固定価格買取期間終了のお客さま向け） 
 
 

京葉ガス株式会社（社長：羽生 弘 、以下「京葉ガス」）は、再生可能エネルギー固定価格

買取制度（FIT）における買取期間（10 年間）が終了するお客さまを対象として、本年 11 月

から太陽光発電の余剰電力を買い取るサービスを開始します。 
 

京葉ガスでは、今後もエネルギーの安定供給に努めるとともに、低炭素社会の実現に向

けて、再生可能エネルギーを含めた環境性の高いエネルギーの普及拡大に取り組んでまい

ります。 
 

≪サービス概要≫ 
 

当社との都市ガス・電気の契約状況に応じ下表の通り、3種類の買取単価をご用意いたし

ました。 
  
■買取プラン・単価※1、※2 

 
  

■買取開始時期 

2019年 11月(予定) 
  

■事前申込方法 

申込開始時期：2019年 7月 11日(木) 

【事前申込サイト】 

https://www.keiyogas.co.jp/home/kiki/sotsufit/ 
  

■対象地域 

  東京電力パワーグリッド㈱ 送配電地域（島しょ地域を除く） 
  

 

 

 



 

 

 

■お問い合わせ 

京葉ガスお客さまコールセンター        ０４７－３６１－０２１１ 

【受付時間】月曜日～土曜日 9:00～19:00   【休業日】日曜日、祝日、年末年始 等 
  
お問い合わせいただいた時間帯や内容によっては、翌営業日以降の対応になる場合がございます。 
あらかじめご了承ください。 

 
 
 

※1 買取単価は 2021年 3月末までの単価であり、非化石価値および消費税等相当額を含みます。なお消費税率は 10%で計算して 

います。また買取単価は今後見直しとなる場合がございます。その際には事前にお知らせいたします。 

※2 買取料金は年 1回(年度毎)、お客さまからご指定をいただいた口座に振り込みとなります。 
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